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険
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百
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十
三
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第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
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次

の
と
お
り
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
者
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指
定
し
た
の
で
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同
法
第
七
十
八
条
第
一
号
の
規
定
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よ
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公
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す
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。
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お
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居
宅
介
護
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援
事
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行
う
者
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指
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た
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同
法
第
八
十
五
条
第
一
号
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規
定
に
よ
り
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示
す
る
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指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
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業
者
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宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う

事

業

所

名
称
又
は

氏

名

主
た
る
事
務
所
の

所
在
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又
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所

居
宅
サ
ー

ビ
ス
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類

名

称
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地

指

定

年
月
日
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式
会
社
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前

八
戸
市
下
長
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丁

目
一
一
の
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問
介
護

ヘ
ル
パ
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宅
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護
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援
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宅
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援
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行
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業
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同
会
社
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三
戸
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あ
か
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三
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二
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あ
ん
し
ん
相

談
室
サ
ン
パ
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市
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城
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丁

目
一
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二
一
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成
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( )

青
森
県
告
示
第
五
百
二
十
八
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
五
十
三
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
百
十
五
条
の
十
第
一
号

の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
八
月
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
五
百
二
十
九
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律

(

平
成
十
七
年
法
律
第

百
二
十
三
号)

第
五
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
自
立
支
援
医
療
機
関

(

育
成
医
療
及
び
更
生

医
療)

を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
八
月
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
五
百
三
十
号

身
体
障
害
者
福
祉
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号)

第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
次
の
と
お
り
医
師
を
指
定
し
た
の
で
、
青
森
県
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則

(

昭
和
六
十
二
年

三
月
青
森
県
規
則
第
二
十
六
号)

第
五
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
八
月
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
五
百
三
十
一
号

測
量
計
画
機
関
の
長
か
ら
、
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
測

量
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
八
月
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

測
量
計
画
機
関

東
青
地
域
県
民
局

二

測
量
の
種
類

公
共
測
量

(

基
準
点
測
量)

三

測
量
の
期
間

平
成
二
十
八
年
八
月
八
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
四
日
ま
で

四

測
量
の
地
域

青
森
市
駒
込
地
内

出

先

機

関
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指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を

行

う

事

業

所

名
称
又
は

氏

名

主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
又
は
住
所

介
護
予
防

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

株
式
会
社
蔵

前

八
戸
市
下
長
六
丁

目
一
一
の
四

介
護
予
防

訪
問
介
護

ヘ
ル
パ
ー
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

嬉
野

八
戸
市
大
字
市
川

町
字
上
大
谷
地
一

三
の
二

平
成

��

･

�･

��

有
限
会
社
南

黒
地
域
交
通

南
津
軽
郡
藤
崎
町

大
字
常
盤
字
四
西

田
一
〇
一
の
一

介
護
予
防

通
所
介
護

サ
ポ
ー
ト
セ

ン
タ
ー
い
き

い
き
武
さ
ん

家
弘
前

弘
前
市
大
字
馬
屋

町
九
の
七

��

･

�･

�

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

ク
ロ
ー
バ
ー
調
剤
薬
局
北
美
店

黒
石
市
北
美
町
一
丁
目
七
三

平
成

��･

�･

�

勤

務

す

る

病

院

等

氏

名

名

称

所

在

地

診

療

科

目

指

定

年
月
日

井
上

亮

弘
前
大
学
医
学
部

附
属
病
院

弘
前
市
大
字
本
町

五
三

整
形
外
科

(

肢
体
不

自
由)

平
成
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( )

土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
市

川
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規
定

に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
八
年
八
月
十
日

三
八
地
域
県
民
局
長

武

田

志

郎

土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
大

畑
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規
定

に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
八
年
八
月
十
日

下
北
地
域
県
民
局
長

神

重

則

選
挙
管
理
委
員
会

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
十
二
号

政
治
資
金
規
正
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
政
治

団
体
の
設
立
の
届
出
の
あ
っ
た
政
治
団
体
の
名
称
等
を
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次

の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
八
月
十
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

柿

崎

光

顯

政
党
以
外
の
政
治
団
体

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
十
三
号

政
治
資
金
規
正
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
政
治
団
体
か
ら
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
八
月
十
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

柿

崎

光

顯

政
党
の
支
部
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役
員
の

区

別

氏

名

住

所

退
任
の
年
月
日

理

事

川
村

守
人

八
戸
市
大
字
市
川
町
字
尻
引
六
五

平
成
��

･

�･

��

役
員
の

区

別

氏

名

住

所

退
任
の
年
月
日

理

事

畑
中

重
宏

む
つ
市
大
畑
町
赤
坂
三
の
一

平
成
��･

�･

�

政
治
団
体
の

名

称

代

表

者

氏

名

会
計
責
任
者

氏

名

主
た
る
事
務
所
の
所

在
地

届

出

年
月
日

青
森
市
未
来
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト

�
木

順

�
木

順

青
森
市
久
須
志
一
丁

目
一
三
の
一

平
成

��･

�･

��

未
来
の
青
森
を
創

る
会

小
野
寺

晃
彦

太
田

松
一

青
森
市
赤
坂
二
丁
目

一
七
の
一
三

��･

�･

��

齊
藤
渡
後
援
会

奥
谷

義
博

齊
藤

香
子

つ
が
る
市
稲
垣
町
沼

館
友
開
一

��･

�･

��

三
村
申
吾
田
子
町

後
援
会

澤
口

勝

三
浦

良
一

三
戸
郡
田
子
町
大
字

田
子
字
七
日
市
四
四

��･

�･

��

政
治
団
体
の
名
称

(

代
表
者
氏
名)

異
動
事
項

新

旧

異

動

年
月
日

自
由
民
主
党
上
北
支

部(

蛯
名

竜
也)

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

上
北
郡
東
北
町
大

字
上
野
字
久
保
四

二
の
一

上
北
郡
東
北
町
大

字
上
野
字
上
野
二

五
の
一

平
成

��･

�･

�	



( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
四
十
四
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

政
党
以
外
の
政
治
団
体

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
十
四
号

政
治
資
金
規
正
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
政
治
団
体
か
ら
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
八
月
十
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

柿

崎

光

顯

政
党
以
外
の
政
治
団
体

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
十
五
号

政
治
資
金
規
正
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
資

金
管
理
団
体
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名
称
等

を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
八
月
十
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

柿

崎

光

顯
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代

表

者

蛯
名

竜
也

和
田

勇
人

政
治
団
体
の
名
称

(

代
表
者
氏
名)

異
動
事
項

新

旧

異

動

年
月
日

青
森
県
宅
建
政
治
連

盟(

橋
場

寛)
代

表

者

橋
場

寛

安
田

勝
位

平
成

��･

�･

��

会
計
責
任
者

杉
野
森

照
道

藤
林

吉
明

��･

�･

��

日
本
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